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目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号
（
漁
港
管
理
条
例
第
十
条
の
二�

第
一
項
に
基
づ
く
施
設
の
指
定
）
の
一
部
改
正�
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水
産
業
基
盤
整
備
課
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建
設
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の
営
業
の
停
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件
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事
業
管
理
課
）　
　

二

〇
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二

〇
宮
城
県
農
業
高
等
学
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の
農
産
物
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販
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に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
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委
託�
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教
育
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高
校
教
育
課
）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可�

（
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退�

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定�

（
産
業
人
材
対
策
課
）　
　

四

教
育
委
員
会

〇
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

四

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
か
ご
漁
業
の
制
限�

一
四

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
令
和
四
年
一
月
二
十
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

宮み
や

澤ざ
わ

恵え

実み

子こ

内

科

腎
臓
内
科

透

析

科

医
療
法
人
清
仁
会

石
巻
内
科
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
須
江
字
舘
山
根
百
五
番
地

小こ
ば
や
し林　

隆た
か

夫お

呼
吸
器
内
科

内

科

医
療
法
人
こ
ば
や
し
医
院

石
巻
市
蛇
田
字
南
経
塚
七
番
三
号

廣ひ
ろ

澤さ
わ　

貴た
か

志し

外

科

医
療
法
人
青
翔
会

北
み
や
ぎ
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
崎
市
古
川
幸
町
一
丁
目
七
番
二
十

号

北き
た

西に
し　

龍り
ゅ
う
た太

小

児

科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

川か
わ

村む
ら　

善よ
し

宣の
ぶ

耳
鼻
咽
喉
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

高た
か

野の　

信の
ぶ

夫お

内

科

塩
竈
市
立
病
院

塩
竈
市
香
津
町
七
番
一
号

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
三
号

　

平
成
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号
（
漁
港
管
理
条
例
第
十
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
施
設
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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「

泊
地

雄
勝
物
揚
場
横
泊
地

②

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延
長

八
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
三
〇
メ
ー
ト
ル

」
を

「

泊
地

雄
勝
物
揚
場
横
泊
地

②

石
巻
市
雄
勝
町
雄
勝
地
先
の
う
ち
別
図
に
示
す
延
長

一
一
五
メ
ー
ト
ル
及
び
幅
員
三
〇
メ
ー
ト
ル

」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
四
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

丹
野
土
木
株
式
会
社

丹
野　

武
子

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
町
尻
六
番
地
の
一

特－

二
十
九

第
二
千
八
百
九
十
一
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
公
共
工
事
に
係
る
も
の

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
令
和
四
年
七
月
一
日
ま
で
の
百
二
十
日
間　

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

丹
野
土
木
株
式
会
社
の
元
取
締
役
は
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
会
社
社
員
と
共
謀
の
上
、
川
崎
町
建
設
水
道
課
元
参

事
に
請
託
し
、
公
共
工
事
の
設
計
や
積
算
等
に
使
用
さ
れ
る
労
務
、
資
材
等
に
関
す
る
単
価
表
の
情
報
提
供
を
受
け
、

令
和
二
年
十
一
月
二
十
六
日
頃
か
ら
令
和
三
年
四
月
二
十
七
日
頃
ま
で
の
間
に
、
そ
の
謝
礼
と
し
て
同
元
参
事
に
商

品
券
を
供
与
し
、
も
っ
て
、
同
元
参
事
の
職
務
に
関
し
請
託
し
て
賄
賂
を
供
与
し
た
。

　

�　

こ
れ
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
仙
台
地
方
裁
判
所
か
ら
贈
賄
の
罪
に
よ
り
懲
役
十
月
（
執
行
猶

予
三
年
）
の
判
決
を
受
け
、
そ
の
刑
が
確
定
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

有
限
会
社
藤
倉
ク
レ
ー
ン

遠
山　

恵
志

塩
竈
市
新
浜
町
三
丁
目
二
番
五
号

般－

一

第
一
万
八
千
六
百
六
十
九
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

と
び
・
土
工
工
事
業
に
関
す
る
営
業
の
う
ち
民
間
工
事
に
係
る
も
の

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

令
和
四
年
三
月
四
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で
の
三
日
間　

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

有
限
会
社
藤
倉
ク
レ
ー
ン
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
八
日
に
、
塩
竈
市
内
の
工
事
現
場
で
移
動
式
ク
レ
ー
ン
の
転

倒
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
ず
、
同
ク
レ
ー
ン
を
横
転
さ
せ
て
付
近
に
駐
車
中
の
自
動
車
に
同
ク
レ
ー
ン

の
ブ
ー
ム
を
激
突
さ
せ
、
同
自
動
車
内
及
び
付
近
に
い
た
工
事
関
係
者
一
人
を
死
亡
さ
せ
、
四
人
に
傷
害
を
負
わ
せ

た
。

　
�　

こ
れ
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
月
二
十
二
日
に
仙
台
簡
易
裁
判
所
か
ら
、
同
社
は
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
五
十
七
号
）
違
反
に
よ
り
、
当
日
移
動
式
ク
レ
ー
ン
を
運
転
操
作
す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
た
同
社
役
員

（
当
時
）
は
労
働
安
全
衛
生
法
違
反
及
び
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
罰
金
刑
の
略
式
命
令
を
受
け
、

い
ず
れ
も
そ
の
刑
が
確
定
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
石
巻
広
域
都
市
計
画
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。



（3）　令和４年２月18日　金曜日 第280号宮　　城　　県　　公　　報
　

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
に

つ
い
て
の
関
係
図
書
を
宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
道
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別
及
び
名
称

　

１　

変
更

　
　

㈠　

名
称

　
　
　
　

三
・
三
・
三
十
三
号　

曽
波
神
稲
井
線

　
　
　
　

三
・
六
・
四
十
二
号　

稲
井
浦
宿
線

　
　
　
　

三
・
四
・
二
百
二
号　

女
川
海
岸
線

　
　
　
　

三
・
五
・
二
百
三
号　

浦
宿
女
川
線

　
　

㈡　

追
加
す
る
部
分

　
　
　
　

石
巻
市�　

真
野
字
東
谷
地
、
同
字
新
丸
森
、
同
字
平
形
四
番
、
沢
田
字
新
平
形
、
同
字
新
八
幡
下
、
同
字
八

幡
下
一
番
、
同
字
台
、
同
字
金
山
、
同
字
折
立
山
、
同
字
折
立
入
山
、
同
字
大
蛇
峯
、
同
字
前
山
及

び
沼
津
字
拾
枚
山
の
各
一
部

　
　
　
　

女
川
町�　

浦
宿
浜
字
篠
浜
山
、
同
字
安
住
、
同
字
天
王
、
同
字
供
養
、
同
字
寄
木
、
同
字
三
郎
浜
、
同
字
中

崎
、
同
字
浦
宿
、
同
字
浜
田
、
同
字
原
、
同
字
小
屋
ノ
口
、
同
字
十
二
神
及
び
旭
が
丘
一
丁
目
の
各

一
部

　
　

㈢　

廃
止
す
る
部
分

　
　
　
　

石
巻
市�　

真
野
字
東
谷
地
、
同
字
新
丸
森
、
同
字
平
形
四
番
、
沢
田
字
新
平
形
、
同
字
磯
田
一
番
、
同
字
台
、

同
字
金
山
、
同
字
日
影
山
、
同
字
折
立
入
、
同
字
折
立
山
、
同
字
折
立
、
同
字
折
立
入
山
、
同
字
行

兼
山
、
同
字
志
の
畑
及
び
同
字
前
山
の
各
一
部

　
　
　
　

女
川
町　

浦
宿
浜
字
小
屋
ノ
口
及
び
同
字
十
二
神
の
各
一
部

　

２　

廃
止

　
　
　

三
・
四
・
二
百
一
号　

旭
が
丘
万
石
浦
線

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
七
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
農
業
高

等
学
校
の
農
産
物
の
東
京
都
中
央
卸
売
市
場
食
肉
市
場
に
お
け
る
販
売
に
係
る
物
品
売
払
代
金
の
徴
収
事
務
を
令
和
四

年
一
月
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
十
六
号　

全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部

　
　

名
取
市
増
田
一
丁
目
十
二
番
三
十
六
号　
　

名
取
岩
沼
農
業
協
同
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

令
和
四
年
一
月
十
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
八
十
八
号

　

名
取
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
二
月
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

冨　
　

田　
　

政　
　

則　
　
　

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
清
仁
会

石
巻
内
科
透
析
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
須
江
字
舘
山
根
百
五

令
和
四
年
二
月
一
日

ア
イ
ン
薬
局
名
取
店

名
取
市
増
田
字
柳
田
八－

三

令
和
四
年
二
月
一
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
指
定
し
た
指
定
自
立
支
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援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

担
当
す
る�

医
療
の
種
類

所　
　

在　
　

地

辞
退
年
月
日

わ
た
の
は
薬
局

調
剤

石
巻
市
さ
く
ら
町
五
丁
目
七－

五

令
和
三
年
十
一
月
三
十

日

ア
イ
ン
薬
局
名
取
店

調
剤

名
取
市
増
田
字
柳
田
六－

一

令
和
三
年
十
ニ
月
三
十

一
日

く
る
み
薬
局

調
剤

角
田
市
角
田
字
田
町
百
二
十
三－

六

令
和
三
年
十
ニ
月
三
十

一
日

大
崎
調
剤
薬
局
古
川
西

店

調
剤

大
崎
市
古
川
大
宮
一
丁
目
二－

六
十
九

令
和
三
年
十
ニ
月
ニ
十

九
日

　
　
　
　

�

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

令
和
四
年
度
離
職
者
等
再
就
職
訓
練
事
業
（
長
期
高
度
人
材
育

成
コ
ー
ス
）「
保
育
士
養
成
業
務
（
Ｋ
コ
ー
ス
）」　

一
式

二�　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

経
済
商
工
観
光
部
産
業
人
材
対
策
課　

仙
台
市

青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

四�　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

学
校
法
人
曽
根
学
園　

仙
台
市
青
葉
区
木
町
通
二
丁
目
三
番

三
十
九
号

五　

落
札
金
額　

二
万
九
千
七
百
円
（
一
人
当
た
り
の
月
額
単
価
）

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

令
和
四
年
一
月
十
四
日

教
育
委
員
会

　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　
学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
六
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。」
を
、「
第
三
百
四
十
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
施

行
令
」
と
い
う
。」
を
、「
第
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。」
を
加
え
、「
、
学
校
等
」
を
「
並

び
に
学
校
等
」
に
改
め
、「
並
び
に
学
期
そ
の
他
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
施
」
を
削
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
学
校
教
育
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
学
校
教
育
法

施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か

ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
六
号
中
「
別
記
第
六
号
様
式
、」
を
削
り
、「
か
ら
別
記
第
二
十
七
号

様
式
ま
で
及
び
別
記
第
二
十
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
七
号
様
式
ま
で
」
を
「
、
別
記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
二

十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
十
五
号
の
二
様
式
ま
で
及
び

別
記
第
三
十
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
視

覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
」
を
「
視
覚
障
害
者
等
」
に
改
め
、
同
号
を

同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

四　

認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者　

施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
を
い
う
。

　

第
三
条
の
前
の
見
出
し
中
「
視
覚
障
害
者
等
」
を
「
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
う
ち

視
覚
障
害
者
等
」
を
「
う
ち
認
定
特
別
支
援
学
校
就
学
者
」
に
、「
視
覚
障
害
者
等
で
あ
る
」
を
「
特
別
支
援
学
校
に

就
学
さ
せ
る
べ
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２�　

前
項
の
規
定
は
、
施
行
令
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
場
合
の
通
知
に
つ
い
て
準
用
し
、
通
知
書

（
別
記
第
一
号
の
二
様
式
）
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第�

三
条
の
三　

特
別
支
援
学
校
に
在
学
す
る
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
で
そ
の
障
害
の
状
態
、
そ
の
者
の
教
育
上
必
要

な
支
援
の
内
容
、
地
域
に
お
け
る
教
育
の
体
制
の
整
備
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
の
変
化
に
よ
り
当
該
学
齢
児
童
又
は

学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
小
学
校
、
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
と
思
料
す
る
旨
の
通
知
は
、
通
知
書
（
別
記
第
二
号
の
四
様
式
）
を
も
つ
て
す
る
。

２�　

前
項
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
に
つ
い
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
の
住
所
の
存
す
る

市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
対
す
る
通
知
を
受
け
、
当
該
特
別
支
援
学
校
に
引
き
続
き
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
と
認
め
た
旨
の
通
知
は
、
通
知
書
（
別
記
第
二
号
の
五
様
式
）
を
も
つ
て
す
る
。

　

第
四
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
区
域
外
就
学
等
の
届
出
の
通
知
）
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第�

四
条
の
二　

第
三
条
第
一
項
の
通
知
に
係
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
そ
の
通
知
の
後
に
施
行
令
第
九
条
第
一
項
又

は
第
十
七
条
の
届
出
が
あ
つ
た
旨
の
通
知
は
、
通
知
書
（
別
記
第
三
号
の
二
様
式
）
を
も
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

第
五
条
の
見
出
し
中
「
視
覚
障
害
者
等
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
を
「
第
三

条
第
一
項
」
に
、「
う
け
た
」
を
「
受
け
た
」
に
、「
、
施
行
令
第
十
八
条
の
通
知
を
受
け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒

並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
、「
新
設
廃
止
等
」
を
「
新
設
、
廃
止
等
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条　

削
除

　

第
七
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
区
域
外
就
学
等
）」
を
付
し
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
、
生
徒
等
」
を
「
児
童
生
徒
等
」

に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。）」
を
「
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
別
記
第
三
十
一
号
様
式
」
の
下
に
「
又
は
別
記
第
三
十
一
号
の
二
様
式
」
を
加
え
、「（
別

記
第
三
十
一
号
の
二
様
式
）」
を
「（
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
）」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
五
条
中
「
別
記
第
三
十
四
号
様
式
」
の
下
に
「
、
別
記
第
三
十
四
号
の
二
様
式
又
は
別
記
第
三
十
四
号
の
三

様
式
」
を
、「
別
記
第
三
十
五
号
様
式
」
の
下
に
「
又
は
別
記
第
三
十
五
号
の
二
様
式
」
を
加
え
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
１
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
市
町
村
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　

児
童
の
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
学
齢
簿
を
作
成
し
た
者
の
う
ち
，
下
記
の
者
は
，
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
が
適
切
と
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
，
関
係
書
類
を
添
え
学
校
教
育
法
施
行
令
第
11条

の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

番号
ふ
り
が
な

児
童
の
氏
名

性別
生
年
月
日

主
た
る
障
害
名

併
せ
有
す
る
障
害
名
医
療
的
ケ
ア

の
有
無

就
学
予
定
の
学
校
名

「
主
た
る
障
害
」
の
�

説
明
・
根
拠

「
併
せ
有
す
る
障
害
」�

の
説
明
・
根
拠

現
在
の
在
籍
等
状
況

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

（
注
）

　
　
①
�　
主
た
る
障
害
名
及
び
併
せ
有
す
る
障
害
名
の
欄
に
は
，「
視
覚
障
害
」，「
聴
覚
障
害
」，「
知
的
障
害
」，
�

「
肢
体
不
自
由
」
又
は
「
病
弱
」
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
。

　
　
②
�　
「
主
た
る
障
害
」
の
説
明
・
根
拠
及
び
「
併
せ
有
す
る
障
害
」
の
説
明
・
根
拠
の
欄
に
は
，
身
体
障
�

害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の
有
無
や
診
断
名
等
を
記
入
す
る
。

　
　
③
�　
医
療
的
ケ
ア
の
有
無
の
欄
に
は
，
学
校
で
看
護
職
員
に
よ
る
処
置
が
必
用
な
場
合
は
「
有
」
を
，
�

必
要
な
い
場
合
は
「
無
」
を
記
入
す
る
。

　
　
④
　
現
在
の
在
籍
等
状
況
の
欄
に
は
，「
◯
◯
幼
稚
園
」，「
在
宅
」
等
の
在
籍
の
状
況
を
記
入
す
る
。



第280号　令和４年２月18日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報
　

別
記
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
第
１
号
の
2
様
式
（
第
３
条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
市
町
村
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　

児
童
生
徒
の
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
下
記
の
者
は
，
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
が
適
切
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
，
関
係
書
類
を
添
え
学
校
教
育

法
施
行
令
第
11条

の
２
（
第
11条

の
３
，
第
12条

，
第
12条

の
２
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

番号
ふ
り
が
な

児
童
生
徒
の
氏
名
性別
生
年
月
日

主
た
る
障
害
名

併
せ
有
す
る
障
害
名
医
療
的
ケ
ア

の
有
無

就
学
予
定
の
学
校
名

「
主
た
る
障
害
」
の
�

説
明
・
根
拠

「
併
せ
有
す
る
障
害
」�

の
説
明
・
根
拠

現
在
の
在
籍
状
況

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

（
注
）

　
　
①
�　
主
た
る
障
害
名
及
び
併
せ
有
す
る
障
害
名
の
欄
に
は
，「
視
覚
障
害
」，「
聴
覚
障
害
」，「
知
的
障
害
」，
�

「
肢
体
不
自
由
」
又
は
「
病
弱
」
の
い
ず
れ
か
を
記
入
す
る
。

　
　
②
�　
「
主
た
る
障
害
」
の
説
明
・
根
拠
及
び
「
併
せ
有
す
る
障
害
」
の
説
明
・
根
拠
の
欄
に
は
，
身
体
障
�

害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
の
有
無
や
診
断
名
等
を
記
入
す
る
。

　
　
③
�　
医
療
的
ケ
ア
の
有
無
の
欄
に
は
，
学
校
で
看
護
職
員
に
よ
る
処
置
が
必
用
な
場
合
は
「
有
」
を
，
必
�

要
な
い
場
合
は
「
無
」
を
記
入
す
る
。

　
　
④
�　
現
在
の
在
籍
状
況
の
欄
に
は
，「
◯
◯
小
学
校
（
知
的
障
害
学
級
　
年
）」
等
の
在
籍
の
状
況
を
記
入
�

す
る
。
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別
記
第
二
号
様
式
中
「（市

町
村

）教
育
委
員
会
教
育
長

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会
教
育
長

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
号
の
二
様
式
中
「宮

城
県
教
育
委
員
会

」
を
「教

育
委
員
会

」
に
、「宮

城
県
立

　
　
　
　

学
校
長

」
を
「特

別
支
援
学
校
長

」
に
、「小

・
中
・
義
務
教
育
学
校

」
を
「小

学
校

（中
学
校
，
義
務
教
育
学
校

）」
に
、「「聴

覚
障
害

」

「知
的
障
害

」「肢
体
不
自
由

」」
を
「，

「聴
覚
障
害

」，

「知
的
障
害

」，

「肢
体
不
自
由

」又
は

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
号
の
三
様
式
中
「教

育
委
員
会

　

殿

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会

　

殿

」
に
、「小

・
中
・
義
務
教
育
学
校

」

を
「小

学
校

（中
学
校
，
義
務
教
育
学
校

）」
に
、「と

連
絡

」
を
「へ

連
絡

」
に
、

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

「

生
年
月
日
性
別
住
　
　
所
在
学
し
て
い

た
学
校
名

を 「

生
年
月
日
性
別
住
　
　
所
在
学
し
て
い

た
学
校
名

在
学
期
間

在
学
期
間

・
　
・

宮
城
県
立
�

学
校

・
　
・

宮
城
県
立
�

学
校

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

宮
城
県
立
�

学
校

・
　
・

・
　
・

・
　
・

宮
城
県
立
�

学
校

・
　
・

・
　
・

・
　
・

宮
城
県
立
�

学
校

」
・
　
・

・
　
・

」

別
記
第
2
号
の
4
様
式
（
第
３
条
の
３
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
教
育
委
員
会
　
殿

�
特
別
支
援
学
校
長
　
　
　
　
　

小
学
校
（
中
学
校
，
義
務
教
育
学
校
）
に
就
学
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
思
料
す
る

学
齢
児
童
（
学
齢
生
徒
）
に
つ
い
て
（
通
知
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
下
記
の
児
童
（
生
徒
）
は
，
障
害
の
状
況
等
の
変
化
に
よ
り
小
学
校
（
中
学
校
，
義
務
教
育
学
校
）
へ
の

就
学
が
適
当
と
思
料
し
ま
す
の
で
，
学
校
教
育
法
施
行
令
第
６
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

児
童
生
徒

の
氏
名

生
年
月
日

性
別

住
　
　
所

在
学
期
間

保
護
者
�

の
氏
名

住
　
　
所

備
考

在
学
中
の
主

た
る
障
害
名

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・

・
　
・
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別
記
第
三
号
様
式
中
「（文
書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）教
育
委
員
会
教
育
長

」

を
「市

町
村
教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（記

載

）」
を
「記

載

」
に
、「（追

加

）（消
除

）（訂
正

）」

を
「追

加

（消
除
，
訂
正

）」
に
、「学

校
教
育
法
施
行
令

」
を
「，

学
校
教
育
法
施
行
令

」
に
、

「

加
除
訂
正
を
し
た
生
年
月
日

」
を
「

加
除
訂
正
を
し
た
年
月
日

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様

式
を
加
え
る
。

別
記
第
2
号
の
5
様
式
（
第
３
条
の
３
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
市
町
村
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　

児
童
生
徒
の
就
学
先
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
下
記
の
児
童
生
徒
は
，
引
き
続
き
特
別
支
援
学
校
に
就
学
さ
せ
る
こ
と
が
適
切
と
判
断
し
ま
し
た
の
で
，

学
校
教
育
法
施
行
令
第
６
条
の
３
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

児
童
生
徒
の

氏
　
　
　
名

生
年
月
日
性
別
学
年

保
護
者
の

氏
　
　
名

児
童
生
徒
�

と
の
続
柄

住
所

計
　
男
子
　
　
人
　
　
　
　
女
子
　
　
人
　
　
　
　
合
計
　
　
　
人
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別
記
第
五
号
様
式
中
「教
育
委
員
会　
殿

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会

（特
別
支
援
学
校
長

）　

殿

」
に
、「下

記

」

を
「，

下
記

」
に
、「入
学
に
つ
い
て
保
護
者
と

」
を
「入

学
等
に
つ
い
て
，
保
護
者
へ

」
に
、

別
記
第
3
号
の
2
様
式
（
第
４
条
の
２
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
市
町
村
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　

区
域
外
就
学
等
の
届
出
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
下
記
の
児
童
生
徒
に
つ
い
て
，
区
域
外
就
学
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
，
学
校
教
育
法
施
行
令
第
13条

の

２
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

児
童
生
徒
の

氏
　
　
　
名

生
年
月
日
性
別
学
年

保
護
者
の

氏
　
　
名

児
童
生
徒
�

と
の
続
柄

住
所

計
　
男
子
　
　
人
　
　
　
　
女
子
　
　
人
　
　
　
　
合
計
　
　
　
人

「
児
童
生
徒

の
氏
名
生
年
月
日
性
別

住
　
所

保
護
者
の

氏
　
　
名
児
童
生
�

徒
と
の
�

続
　
柄

住
　
所

入
学
期
日
主
た
る

障
害
名

指
定
し
た

学
　
　
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

計
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
名
　
　
　
女
子
　
　
　
　
名
　
　
　
計
　
　
　
　
名

」

を

「
番号
児
童
生
徒

の
氏
名
生
年
月
日
性
別
住
　
所
保
護
者
の

氏
　
　
名
児
童
生
�

徒
と
の
�

続
　
柄
住
　
所
入
学
期
日
主
た
る

障
害
名
併
せ
有

す
る
障

害
名
指
定
し
た

学
　
　
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

・
・

・
・

宮
城
県
立

　
　
学
校

計
　
　
　
　
男
子
　
　
　
　
名
　
　
　
女
子
　
　
　
　
名
　
　
　
合
計
　
　
　
　
名

」

に
改
め
る。
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別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式　

削
除

　

別
記
第
七
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、「保

護
し
て
い
る

」
を
「保

護
し
て
い
る

◯
◯
◯
◯
◯
」
に
、「貴

県
立

（特

別
支
援

）学
校

」
を
「
◯
◯
◯
◯
◯
（特

別
支
援
学
校
の
名
称

）」
に
、「お

願
い
し
ま
す

」
を
「，

承
諾
願
い
ま
す

」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
八
号
様
式
中
「あ

つ
た

」
を
「あ

つ
た

◯
◯
◯
◯
◯
」
に
、「当

県
立

（特
別
支
援

）学
校

」
を
「
◯
◯
◯

◯
◯
（県

立
特
別
支
援
学
校
の
名
称

）」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
九
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「県

立

（特
別
支
援

）学
校
長

」
を
「特

別
支
援
学
校
長

」
に
、「宮

城
県
教
育
委
員
会
教
育
長

」
を
「教

育
長

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「下

記

」
を
「学

校
教
育
法
施
行
令
第
15条
の
規
定
に
よ
り
下
記

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
号
様
式
中
「県

立

（特
別
支
援

）学
校
長

」
を
「
◯
◯
◯
◯
◯
（特

別
支
援
学
校
の
名
称

）長

」
に
改
め
、

「㊞

」
を
削
り
、「（小

）（中

）学
部
に
在
学
し
て
い
る
第　
　
学
年

」
を
「の

小
学
部

（中
学
部

）第　
学
年
に
在

学
し
て
い
る

◯
◯
◯
◯
◯
」
に
改
め
、「，

お
届
け
い
た
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「都
道
府
県
教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「（市

町
村
教
育
委
員
会
経
由

）」
を
削
り
、「県
立

（特
別
支
援

）学
校
長
の
氏
名

」
を

「特
別
支
援
学
校
長

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「当

学
校
の

（小

）（中
）学
部

」
を
「，

小
学
部

（中
学
部

）」
に
、

「退
学
し
ま
し
た
の
で

」
を
「本

校
を
退
学
し
ま
し
た
の
で
，

」
に
、「し
ま
ま
す

」
を
「し

ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会

」
に
、「県

立

（特
別
支
援

）学
校
長
の
氏
名

」
を
「特

別
支
援
学
校
長

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、

「（学
齢
児
童

）」
を
「学

齢
児
童

」
に
、「つ

い
て

」
を
「つ

い
て
，
下
記
の
児
童

（生
徒

）は
」
に
、「で

あ
り
ま
す

」

を
「で

す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村
教
育
委
員
会

」
に
、「県

立

（特
別
支
援

）学
校
長
の
氏
名

」
を
「特

別
支
援
学
校
長

」
に
改
め
、「印

」
を
削
る
。

　

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「（文
書

番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（設

置
者
名

）」
を
「設

置
者

」

に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（学
校

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）」
を
「高

等
学
校

（分
校

）（中
等
教
育
学
校

（分
校

），

特
別
支
援
学
校

（分
校

），専
修
学
校
，
各
種
学
校

）」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（高
等

）（中
等

教
育

）（特
別
支
援

）学
校

（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）（分
校

）の
名
称

）」
を
「，

○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は

市
町
村
学
校
組
合
立
の
高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
分
校
，
専
修
学
校
又
は
各

種
学
校
の
名
称

）」
に
、「認

可
く
だ
さ
る

」
を
「，

認
可
く
だ
さ
る

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「，

専
修
学
校

」
を
「又

は
専
修
学
校
の
分
校

」
に
、「設
置
者
名

」
を
「設

置
者

」
に
、「（学

校

）（専
修
学
校
分
校

）（各
種
学
校
分
校

）」
を

「幼
稚
園

（分
校

）（小
学
校

（分
校

），中
学
校

（分
校

），義
務
教
育
学
校

（分
校

），専
修
学
校
の
分
校
，
各
種
学

校
の
分
校

）」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（小
学
校

）（中
学
校

）（義
務
教
育
学
校

）（幼
稚
園

）（専

修
学
校

）（各
種
学
校

（分
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
幼
稚
園
，
小

学
校
，
中
学
校
，
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
分
校
又
は
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
の
分
校
の
名
称

）」

に
、「，
お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「設

置
者
名

」
を
「設

置
者

」
に
、「（学

校

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）」
を
「学

校

（専
修
学
校
，
各
種
学
校

）」
に
、「（（市

町
村

）（市

町
村
学
校
組
合

）立

（小
学
校

）（中
学
校

）（義
務
教
育
学
校

）（高
等
学
校

）（中
等
教
育
学
校

）（特
別
支
援
学
校

）

（幼
稚
園

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
学

校
，
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
名
称

）」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
、

「

変
更
の
名
称

」
を
「

変
更
後
の
名
称

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（設

置
者
名

）」
を
「設

置
者

」

に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「学

校
の

」
を
「特

別
支
援
学
校
の

」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（特
別

支
援
学
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
特
別
支
援
学
校
の
名
称

）」
に
、

「，
次
の

」
を
「次

の

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「設

置
者
名

」
を
「設

置
者

」
に
改
め
、「（学

校

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の

」
を
削
り
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（小

学
校

）（中
学
校

）（義
務
教
育
学
校

）（高
等
学
校

）（中
等
教
育
学
校

）（幼
稚
園

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の

名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
学
校

（特
別
支
援
学
校
を
除
く
。

），専
修
学
校

又
は
各
種
学
校
の
名
称

）」
に
、「，

次
の

」
を
「次

の

」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（設

置
者
名

）」
を
「設

置
者

」

に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（専
修
学
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
専
修
学
校
の
名
称

）」
に
、「，

次
の

」
を
「次

の

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
七
号
の
二
様
式
中
「（文

書
番

号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学

校
組
合

）教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（（市

町
村

）

（市
町
村
学
校
組
合

）立
各
種
学
校
の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
各
種
学
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校
の
名
称

）」
に
、「，

次
の

」
を
「次

の

」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「設

置
者
名

」
を
「設

置
者

」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（高
等
学
校

）（中
等
教
育
学
校

）（特
別
支
援
学
校

）（幼
稚
園

）

（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
幼
稚
園
，
高
等

学
校
，中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
，
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
名
称

）」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（（市

町
村

）（市
町

村
学
校
組
合

）立

（小

）（中

）（義
務
教
育

）（特
別
支
援

）学
校
の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市

町
村
学
校
組
合
立
の
小
学
校
，
中
学
校
，
義
務
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
名
称

）」
に
、「お
届
け
し
ま
す

」
を

「届
け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
一
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第
　
　
　
　
　

号

」
に
、「（設
置
者
名

）」
を
「設

置
者

」

に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「課

程
等

」
を
「高

等
学
校
の
課
程
等

」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（高

等
学
校

）（専
修
学
校

）の
名
称

）の

（（全
日
制

）（定
時
制

）（通
信
制

）の
課
程

）（学
科

）（高
等
課
程

）（専
門

課
程

）（一
般
課
程

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
高
等
学
校
の
名
称

）の
全
日
制
の

課
程

（定
時
制
の
課
程
，
通
信
制
の
課
程
，
学
科

）」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
一
号
の
二
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号
」
に
、「（市

町
村
教
育
委
員
会

）」

を
「市

町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「課

程
等

」
を
「高

等
学
校
の
専
攻
科

（別
科

）」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立
高
等
学
校
の
名
称

）の

（専
攻
科

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
高
等
学
校
の
名
称

）の
専
攻
科

」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
三
十
一
号
の
三
様
式
と
し
、
別
記
第
三
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
第
3１号
の
2
様
式
（
第
23条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
設
置
者
　
　
　
　
　

専
修
学
校
の
課
程
の
設
置
の
認
可
に
つ
い
て
（
申
請
）

　
こ
の
た
び
，
○
○
○
○
○
（
市
町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
専
修
学
校
の
名
称
）
の
高
等

課
程
（
専
門
課
程
，
一
般
課
程
）
を
設
置
し
た
い
の
で
，
認
可
く
だ
さ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
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別
記
第
三
十
二
号
様
式
中
「（文

書
番

号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（関

係
設
置
者
名

）」
を
「関

係
設
置
者

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（（県

）（市
町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）（私

）立

（高
等

）（中
等
教
育

）

（特
別
支
援

）学
校

（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（都

道
府
県
立
，
市
町
村
立
，
市
町

村
学
校
組
合
立
又
は
私
立
の
高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
，
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
名
称

）」

に
、「変

更
し
た

」
を
「変

更
し
た
い

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
三
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「関

係

（市
町
村

）」
を
「関

係

市
町
村

」
に
改
め
、「印
」
を
削
り
、「関

係
設
置
者
名

」
を
「関

係
設
置
者

」
に
、「（（県

）（市
町
村

）（市
町
村
学

校
組
合

）（私

）立

（小
学
校

）（中
学
校

）（義
務
教
育
学
校

）（幼
稚
園

）の
名
称

）」
を
、「
○
○
○
○
○
（都

道
府
県

立
，
市
町
村
立
，市
町
村
学
校
組
合
立
又
は
私
立
の
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
又
は
義
務
教
育
学
校
の
名
称

）」
に
、

「，
お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
四
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（設

置
者
名

）」
を
「設

置
者

」

に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「学

校
，
課
程
等

」
を
「高

等
学
校

（分
校

）（中
等
教
育
学
校

（分
校

），特
別
支
援
学
校

（分

校

），専
修
学
校
，
各
種
学
校

）」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立

（高
等
学
校

）（中
等
教
育
学
校

）（特

別
支
援
学
校

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）の
名
称
又
は
そ
の

（分
校

）（（全
日
制

）（定
時
制

）（通
信
制

）の
課
程

）

（学
科

）（高
等
課
程

）（専
門
課
程

）（一
般
課
程

））」
を
「
○
○
○
○
○
（市
町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の

高
等
学
校
，
中
等
教
育
学
校
，
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
分
校
，
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
名
称

）」
に

改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

別
記
第
34号
の
2
様
式
（
第
25条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
設
置
者
　
　
　
　
　

高
等
学
校
の
課
程
等
の
廃
止
の
認
可
に
つ
い
て
（
申
請
）

　
こ
の
た
び
，
○
○
○
○
○
（
市
町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
高
等
学
校
の
名
称
）
の
全
日

制
の
課
程
（
定
時
制
の
課
程
，
通
信
制
の
課
程
，
学
科
）
を
廃
止
し
た
い
の
で
，
認
可
く
だ
さ
る
よ
う

申
請
し
ま
す
。
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別
記
第
三
十
五
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市
町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「，

専
修
学
校

」
を
「又

は
専
修
学
校
の
分
校

」
に
、「設

置
者
名

」
を
「設

置
者

」
に
、「学

校
，
課
程
等

」
を
「幼

稚
園

（分
校

）（小
学
校

（分

校

），中
学
校

（分
校

），義
務
教
育
学
校

（分
校

），専
修
学
校
の
分
校
，
各
種
学
校
の
分
校

）」
に
、「（（市

町
村

）（市

町
村
学
校
組
合

）立

（小
学
校

）（中
学
校

）（義
務
教
育
学
校

）（幼
稚
園

）（専
修
学
校

）（各
種
学
校

）（分
校

）の

名
称
又
は

（市
町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）立
高
等
学
校
の
名
称
の

（専
攻
科

）（別
科

））」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
幼
稚
園
，
小
学
校
，
中
学
校
，
義
務
教
育
学
校
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
分
校
又
は
専

修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
の
分
校
の
名
称

）」
に
、「，

お
届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
、
同
様
式
の

次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
第
34号
の
3
様
式
（
第
25条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
設
置
者
　
　
　
　
　

専
修
学
校
の
課
程
の
廃
止
の
認
可
に
つ
い
て
（
申
請
）

　
こ
の
た
び
，
○
○
○
○
○
（
市
町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
専
修
学
校
の
名
称
）
の
高
等

課
程
（
専
門
課
程
，
一
般
課
程
）
を
廃
止
し
た
い
の
で
，
認
可
く
だ
さ
る
よ
う
申
請
し
ま
す
。
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別
記
第
三
十
七
号
様
式
中
「（文

書
番
号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）

教
育
委
員
会

」
を
「市
町
村

（市
町
村
学
校
組
合

）教
育
委
員
会

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（（市

町
村

）（市
町

村
学
校
組
合

）立

（小

）（中

）（特
別
支
援

）学
校
の
名
称

）」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組

合
立
の
小
学
校
，
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
名
称

）」
に
、「（（第

131条

）（第
138条

）（第
140条

））」
を
「第

131条

（第
138条

，
第
140条

）」
に
、「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
十
八
号
様
式
中
「（文

書
番

号

）」
を
「第

　
　
　
　
　

号

」
に
、「（市

町
村
長
名

）」
を
「市

町

村
長

」
に
改
め
、「印

」
を
削
り
、「（委

託

）（委
託
の
内
容
変
更

）（委
託
の
廃
止

）」
を
「委

託

（委
託
の
内
容
変
更

，
委
託
の
廃
止

）」
に
、「当

（市
町
村

）は
，

（学
齢
児
童

）」
を
「当

市

（町
，
村

）は
，
学
齢
児
童

」
に
、「（全

部

）」

を
「全

部

」
に
、「（（市

町
村

）（市
町
村
学
校
組
合

）の
名
称

）に
，

（委
託

）（委
託
し
て
い
た
内
容
を
変
更

）（委

託
し
て
い
た
こ
と
の
廃
止

）を
し
ま
し
た
の
で
，
お
届
け
し
ま
す

」
を
「
○
○
○
○
○
（市

町
村
又
は
市
町
村
学
校
組

合
の
名
称

）に
，
委
託
し

（委
託
し
て
い
た
内
容
を
変
更
し
，
委
託
し
て
い
た
こ
と
を
廃
止
し

）ま
し
た
の
で
届
け
出

ま
す

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
、
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同

条
第
一
号
及
び
第
三
号
に
係
る
部
分
並
び
に
同
条
第
四
号
に
係
る
部
分
（
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
部
分
を
除
く
。）

に
限
る
。）、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
る
改
正

規
定
、
同
条
の
改
正
規
定
、
第
七
条
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
第
一
項

の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
第
六
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
地
先
海
面
（
共

同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
一
ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
か
ご
漁
業
（
以
下
「
か

ご
漁
業
」
と
い
う
。）
の
操
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

令
和
四
年
二
月
十
八
日

�

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

会　

長　
　

關　
　
　
　
　

哲　
　

夫　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
区
域

　
　

宮
城
県
地
先
海
面
（
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
）

別
記
第
35号
の
2
様
式
（
第
25条
関
係
）

�
第
　
　
　
　
　
号
　
　

�
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
教
育
委
員
会
　
殿

�
市
町
村
（
市
町
村
学
校
組
合
）
教
育
委
員
会
　
　
　
　
　

高
等
学
校
の
専
攻
科
（
別
科
）
の
廃
止
に
つ
い
て
（
届
出
）

　
こ
の
た
び
，
○
○
○
○
○
（
市
町
村
立
又
は
市
町
村
学
校
組
合
立
の
高
等
学
校
の
名
称
）
の
専
攻

科
（
別
科
）
を
廃
止
し
ま
す
の
で
届
け
出
ま
す
。
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三　

漁
業
時
期

　
　

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

操
業
の
届
出

　

�　

二
の
操
業
区
域
に
お
い
て
か
ご
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
紙
か
ご
漁
業
操
業
事

務
取
扱
要
領
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

ま
た
、
届
出
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
延
な
く
、
委
員
会
に
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

条
件

　

１�　

四
の
届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
す
る
際
、
委
員
会
が
交
付
す
る
届
出
を
受
理

し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
写
し
で
も
可
）
を
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

２�　

届
出
者
は
、
操
業
期
間
中
、
別
に
定
め
る
標
識
を
使
用
す
る
漁
船
の
船
体
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

３�　

届
出
者
は
、
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
宮
城
県
規
則
第
百
三
号
）
第
六
十
条
の
規
定
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

４�　

ワ
タ
リ
ガ
ニ
（
ガ
ザ
ミ
）
に
つ
い
て
は
、
抱
卵
個
体
（
外
子
を
有
す
る
個
体
）
を
漁
獲
し
た
場
合
は
、
再
放
流

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５�　

届
出
者
は
、
操
業
す
る
海
域
に
お
い
て
漁
業
者
間
で
定
め
ら
れ
て
い
る
操
業
ル
ー
ル
を
遵
守
す
る
よ
う
努
め
る

ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
間
で
協
議
し
、
協
調
操
業
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

６�　

届
出
者
は
、
操
業
す
る
海
域
に
お
い
て
漁
場
が
競
合
す
る
他
の
漁
業
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
無

線
又
は
船
舶
電
話
等
に
よ
り
相
手
方
と
交
信
し
、
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

７　

届
出
者
は
、
漁
業
時
期
終
了
後
一
か
月
以
内
に
、
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
別
紙
）

　
　
　
か
ご
漁
業
操
業
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
届
出
及
び
変
更
の
届
出
）

第�

一　

か
ご
漁
業
の
制
限（
令
和
三
年
度
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
六
号
。
以
下「
委
員
会
指
示
」と
い
う
。）

四
の
届
出
（
以
下
「
届
出
」
と
い
う
。）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
漁
業
協
同
組
合
に
所
属
す
る
者
に
あ
っ
て
は
所

属
漁
業
協
同
組
合
が
取
り
ま
と
め
、
か
ご
漁
業
操
業
届
出
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
操
業
届
出
書
」
と
い
う
）
を

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
水
産
林
政
部
水
産
業
振
興
課
内
。

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

届
出
を
し
た
者
（
以
下
「
届
出
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅

延
な
く
か
ご
漁
業
変
更
届
出
書
（
様
式
第
二
号
。
以
下
「
変
更
届
出
書
」
と
い
う
。）
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３�　

宮
城
県
以
外
の
船
籍
の
者
（
以
下
「
県
外
届
出
者
」
と
い
う
。）
が
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
届
出
者
の

住
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
知
事
の
副
申
書
を
添
え
て
、
か
ご
漁
業
操
業
届
出
書
（
様
式
第
一
号
）
を
委
員
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
届
出
書
の
受
理
）

第�

二　

操
業
届
出
書
及
び
変
更
届
出
書
は
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）、
そ
の
他
関
係
法
令

に
抵
触
し
な
い
場
合
及
び
漁
業
調
整
上
支
障
が
な
い
場
合
に
限
り
受
理
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
）

第�

三　

委
員
会
は
、
第
二
の
規
定
に
基
づ
き
届
出
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事

務
所
（
県
外
届
出
者
に
あ
っ
て
は
管
轄
す
る
都
道
府
県
）
を
通
じ
、
届
出
を
受
理
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
届
出

者
に
交
付
す
る
。

　

（
船
体
の
標
識
）

第
四　

委
員
会
指
示
五
の
２
で
定
め
る
標
識
は
、
様
式
第
三
号
と
す
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
）

第
五　

委
員
会
指
示
五
の
７
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
四
号
と
す
る
。

　

（
操
業
届
出
書
等
の
経
由
）

第�

六　

操
業
届
出
書
、
変
更
届
出
書
及
び
第
五
の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
届
出
者
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
（
県

外
届
出
者
に
あ
っ
て
は
管
轄
す
る
都
道
府
県
）
を
経
由
し
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
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（様式第 １号）

か ご 漁 業 操 業 届 出 書

� 　　年　　月　　日　　　
　　宮城海区漁業調整委員会　会長　殿
� 漁業協同組合（又は届出者）　　　　　　　　　　　
� 　　　　　　　　㊞　　
　　下記のとおり，かご漁業に着業するので届出ます。

届出番号 一連
番号 船　　名 漁船登録

番号 総トン数
操業
予定
時期

届　　　出　　　者
備考

住　　　所 氏　　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　上記届出を受理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮城海区漁業調整委員会
海区収受
印押印欄

（
様
式
第
2
号
）

か
ご
漁
業
変
更
届
出
書

�
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

�
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
先
に
届
出
し
た
内
容
に
つ
い
て
，
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。

記

　
１
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
２
　
漁
船
登
録
番
号
　
　
　
　
　
―
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
　
届
出
番
号
　
　
宮
か
ご
第
　
　
　
　
号
○

　
４
　
変
更
の
内
容

項
　
目

変
　
　
　
更
　
　
　
前

変
　
　
　
更
　
　
　
後

　
５
　
変
更
の
理
由
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（
様
式
第
3
号
）

宮
か
ご
第
　
　
　
　
号
○

　
１
�　
文
字
及
び
数
字
（
届
出
番
号
）
の
大
き
さ
は
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

　
　
�　
船
外
機
動
力
漁
船
に
あ
っ
て
は
，
文
字
及
び
数
字
（
届
出
番
号
）
の
大
き
さ
は
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，

太
さ
は
１
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

　
２
�　
文
字
，
数
字
（
届
出
番
号
）
は
，
黒
色
と
す
る
こ
と
。

　
３
�　
○
印
に
は
，
所
属
漁
協
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
，
所
属
支
所
）
の
頭
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

（
漁
業
協
同
組
合
に
所
属
し
て
い
な
い
場
合
，
○
印
部
分
の
記
載
は
不
要
）

（
様
式
第
4
号
）

か
ご
漁
業
漁
獲
成
績
報
告
書

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
　
会
長
　
殿

�
提
出
年
月
日
：
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　
　

届
出
番
号
宮
か
ご
第
　
　
　
　
号

乗
組
員
数
�

人
（
船
主
を
除
い
た
人
数
）

所
属
漁
協
名

か
ご
の

規
　
模

１
本
あ
た
り
の
使
用
か
ご
数
：�

カ
ゴ

届
出
者
氏
名

印
１
本
あ
た
り
の
総
延
長
：
�

ｍ
漁
船
登
録
番
号

総使用本数：�
本（何本敷設しているか記入）

漁
船

名
主
に
使
用
す
る
餌
：

総
ト
ン
数

ト
ン

　
１
　
操
業
状
況

月
操
業
日
数

漁
場
番
号

主
な
魚
種
別
漁
獲
量
（
㎏
）

金
　
額

（
千
円
）

※
税
抜
き

ガ
ザ
ミ

（
ワ
タ
リ
ガ
ニ
）
マ
ア
ナ
ゴ
ミ
ズ
ダ
コ

マ
ダ
コ

そ
の
他

（
　
　
　
）

４５６７８９101112１２３計

　
２
　
主
な
水
揚
げ
先
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
３
　
操
業
に
要
し
た
所
要
経
費経
費
（
千
円
）

経
費
合
計
（
千
円
）

備
考

漁
具
費

燃
料
費

餌
代

人
件
費

そ
の
他（
　
　
）
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